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平成 24 年度税制改正により導入された 

過大支払利子税制についての解説 

 

 今月のニューズレターでは、平成 24 年度税制改正によ

り導入されることになりました過大支払利子税制の概要を

紹介します。 

 なお、以下「措置法」及び「措置法施行令」は、平成 25 年

4 月 1 日施行予定の租税特別措置法、同法施行令を指し

ます。 

1. 制度導入の経緯 

 過大支払利子税制(措置法第 66 条の 5 の 2、平成 25 年

4 月 1 日から始まる事業年度から適用)は、多額の利子を

関係者に支払い、支払者側で損金算入することで租税負

担を減少させることを狙った租税回避スキームに対処する

ことを目的として、支払利子による損金算入の範囲を制限

する制度です。 

 税制調査会の資料によると、本制度が導入される際に想

定された事例は、日本法人が軽課税国 B の法人に出資を

行い、その出資された資金を B 国法人が C 国(B 国より高

税率)の法人に貸付けを行い、C 国法人が日本法人に更

に貸付けを行う循環的な取引です。この取引により生じる

課税関係ですが、日本法人は C 国法人に利子を支払い、

当該支払利子相当額を損金算入することで、日本での税

負担を圧縮できます。C 国法人が、B 国法人に受け取った

利子と同額の利子を支払った場合には、C 国法人では税

負担が発生しないと考えられますが、利子を受け取った B

国法人では、利子に対する B 国での課税が発生しうるも

のの、軽課税国であるため、税負担は比較的大きくはあり

ません。仮に、C 国が B 国との間で租税条約により利子の

源泉徴収義務を免除している場合には、C 国法人が B 国

法人に対して支払った利子に対する C 国での源泉税も問

題になりません。 

 本制度が導入される以前にも、支払利子の損金算入に

よる租税回避の防止を目的として、過少資本税制(措置法

第 66 条の 5)が設けられています。しかしながら、同制度

においては、損金算入が制限される利子の範囲を判断す

る基準として、出資額と借入額の比率を用いていますの

で、関連者から十分な出資がなされている場合には、関連

企業間の借入れを恣意的に設定することにより過大な支

払利子を計上することによる租税回避を防止することがで

きません。そこで、これに対処すべく、本制度においては、

損金算入が制限される利子の範囲を判断する基準として、

所得の額を採用しています。所得額が基準とされたのは、

本制度の目的が、資金需要のない租税負担の減少のみを

目的とした借入れによる、利子の損金算入の否認にあると

ころ、当該事業年度の所得の額と資金需要の有無との間

には一定の関連性が認められると考えられるため、資金

需要のない借入れによる利子の支払いか否かを概括的に

判断する基準として所得の額を採用したものと考えられま

す。今春、日米租税条約の改正により、利子所得の源泉

徴収義務が免除されることになりましたが、米国は多くの

国との間で利子に対する源泉徴収義務を免除する租税条

約を締結していることから、本制度導入の際に想定された

租税回避行為が行いやすくなると考えられます。本制度の

導入は、このような日米租税条約の改正を見越してのもの

であるとも考えられます。 

2. 制度の概要 

(1) 適用要件及び効果 

 この制度の適用要件は、一定の要件を満たした「関連者

等」(措置法第 66 条の 5 の 2 第 2 項)への「関連者純支払

利子等」の額が「調整所得金額」の一定割合(50％)を超え

ることとされています。 

 措置法第 66 条の 5 の 2 第 2 項各号及び措置法施行令

によれば、ここでいう「関連者等」は、①持株関係(法人又

は個人がある法人の発行済株式等の総数又は総額の

100 分の 50 以上の数又は金額の株式等を直接又は間接

に保有する関係(措置法施行令第 39 条の 13 の 2 第 8 項

第 1 号、同条第 10 項第 1 号)をいいます。)にある個人又

は法人、②持株姉妹関係(2 の法人が同一の者によってそ
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れぞれその発行済株式等の総数又は総額の 100 分の 50

以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される

場合における当該 2 の法人の関係(措置法施行令第 39

条の 13 の 2 第 8 項第 2 号)をいいます。)にある法人、③

実質支配関係(法人又は個人とある法人の間に一定の関

係が認められることにより、ある法人の事業の方針の全部

又は一部につき実質的に決定できる関係(措置法施行令

第 39 条の 13 の 2 第 8 項第 3 号、同条第 10 項第 2 号)を

いいます。)にある個人又は法人、④これらの個人または

法人と一定の関係にある第三者とされており(措置法施行

令第 39 条の 13 の 2 第 13 項)、「関連者等」の範囲は、法

文上、非居住者や外国法人に限定されておりません。 

 「関連者純支払利子等の額」のうち、「調整所得金額」の

50％を超えた部分について、損金算入が制限されます(措

置法第 66 条の 5 の 2 第 1 項)。ただし、本制度が適用さ

れる場合、過少資本税制とは異なり、7 年間の期間制限は

ありますが、「調整所得金額」の 50％を超えた利子につい

ては、次年度以降に損金算入をすることが可能になってい

ます(措置法第 66 条の 5 の 3 第 1 項)。 

(2) 適用除外 

 事業年度における関連者への純支払利子等の額が

1000 万円以下である場合や事業年度の関連者支払利子

等の合計額が総支払利子等の額の合計額の 100 分の 50

以下である場合には、前記損金算入制限の規定が適用さ

れません(措置法第 66 条の 5 の 2 第 4 項)。 

3. 他の制度との関係 

(1) 過少資本税制(措置法第 66 条の 5)との関係 

 支払利子の損金算入による租税回避の防止を図る制度

としては、他に過少資本税制があります。両制度には、利

子が「過大」であるか否かの判断基準として、資本金額と

貸付金額を比較するか(過少資本税制)所得金額と利子の

額を比較するか(本制度)という点で相違があります。その

ため、この二つの制度は、同時に適用される場合が存在し

得ることから、両制度間の調整規定が設けられており、い

ずれの要件も充足する場合には、損金不算入とされる金

額が多い方の制度が適用されることとされています(措置

法第 66 条の 5 第 4 項、第 66 条の 5 の 2 第 7 項)。 

 ところで、過少資本税制が適用される場合には、本制度

が適用される場合とは異なり、損金算入が制限された部分

については、次年度以降損金に算入することができなくな

ります。このように両制度間で損金算入が制限された部分

の取扱の相違についての理論的な整理は不明ですが、過

少資本税制が適用される場合でも、少なくとも本制度が適

用された場合に次年度以降の損金に算入できる金額につ

いては、同様に次年度以降の損金算入を認めることが、納

税者保護の観点から妥当であるように思われます。この点

に関しては、本制度の理論的位置づけの精緻化と合わ

せ、今後検討していく必要がある論点なのではないかと考

えられます。 

(2) 外国子会社合算税制(措置法第 40 条の 4 以下、第

66 条の 6 以下)との関係 

 外国子会社合算税制と本制度の両制度が適用される場

合には、外国子会社に支払った利子は、外国子会社合算

税制の適用により合算所得として内国法人において課税

されるのに対し、本制度の適用により、支払った利子額

は、損金に算入することが制限されるため、外国子会社に

支払った利子の額について二重に課税されることになりま

す。したがって、本制度による損金不算入額から、外国子

会社合算税制による合算所得に相当する金額を控除する

等の調整を行うこととされています(措置法第 66 条の 5 の

2 第 8 項、第 66 条の 5 の 3 第 2 項)。 

4. 実務上の留意点 

 今回導入されることになった過大支払利子税制は、「関

連者等」の範囲に外国法人のみならず、内国法人も含むと

解されますので、外国法人との間での関係のみを考えれ

ば十分であった過少資本税制とは異なり、本制度の下で

は、内国法人との間での金銭の貸付けについても、本制

度との関係を注意をする必要があります。また、本制度

は、資金需要がないにも拘わらず税負担回避のみを目的

とする借入れを防止するため、一定の基準より多い利子の

部分について、借入れの目的を問わず損金への算入を制

限するものですので、合理的な資金需要がある場合につ

いて形式基準だけで損金算入を否定することのないよう、

適用除外の範囲を見直す必要があるように思われます。 
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